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新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養などを
 されている有権者は特例郵便等投票が利用できます
投票用紙の請求期限　　6月30日(水）午後5時まで
投票用紙の請求先　　区市町村選挙管理委員会
（特例郵便等投票の対象者及び投票方法については、東京都選挙管理
　委員会の特設ホームページでご確認いただくか、お住まいの区市町村
　選挙管理委員会にお問い合わせください｡）
特例郵便等投票のご案内：
 https://www.r3togisen.metro.tokyo.lg.jp/covid-voting.html

投票日 7月4日(日）午前7時から午後8時まで
期日前投票期間　6月26日（土）～7月3日（土） 
 午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
 詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）
新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
 期日前投票の積極的なご利用をお願いします

道信

今夏のオリンピックは中止
コロナ対策に集中を！

みちのぶ

❶新型コロナから命とくらし守る

プロフィール●1952年生ま
れ●鹿児島県出水市出身●
早稲田大学卒●都議2期

と
く
と
め

　
五
輪
よ
り
命
が
大
切
。
国
民
に
我
慢
を
押
し
付
け
な
が

ら
、
命
を
危
険
に
さ
ら
し
て
ま
で
や
る
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
今
夏
の
五
輪
は
中
止
し
、
コ
ロ
ナ
対
策
に
力
を
集

中
す
べ
き
で
す
。 

　
大
型
道
路
、
カ
ジ
ノ
、
羽
田
新
ル
ー
ト
な
ど
、
大
企
業

の
儲
け
優
先
の
都
政
か
ら
、
コ
ロ
ナ
を
乗
り
越
え
、
都
民

の
願
い
を
実
現
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
東
京
を
つ
く
る

た
め
に
全
力
で
頑
張
り
ま
す
。

①ワクチン接種を希望者全員に、安全迅速に 
②ＰＣＲ検査をいつでも誰でも、何度でも無料で 
③十分な補償と生活支援、医療機関への減収補填、
医療体制への支援を

❷福祉とくらし第一にきりかえる
●小中高全学年での30人学級
●私立高校入学金への助成
●都営住宅を4年間で2万戸増設

❸ジェンダー平等─個人の尊厳を大切にする都政を
●「ジェンダー平等推進局」の設置
●女性相談事業、DVや性犯罪から
救援するとりくみの拡充 

■豊島病院など、都立・公社病院の
独立行政法人化をやめて、都直
営で拡充し感染症対策の強化を

■ハッピーロード大山商店街を
分断する特定整備路線補助
第26号道路建設は撤回を

●国民健康保険料引き
下げ、子どもの保険料
を0に

●都営三田線に女
性専用車両を

憲法生かし命・くらし守り抜くどんなときも

世のため
人のため

（この選挙公報は、東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例（昭和38年東京都条例第3号）第４条第１項の規定により、候補者から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

 （ 1 ） 令和3年7月4日執行

東京都選挙管理委員会
（定数 5 人）

東京都議会議員選挙（板橋区選挙区）選挙公報
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新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養などを
 されている有権者は特例郵便等投票が利用できます
投票用紙の請求期限　　6月30日(水）午後5時まで
投票用紙の請求先　　区市町村選挙管理委員会
（特例郵便等投票の対象者及び投票方法については、東京都選挙管理
　委員会の特設ホームページでご確認いただくか、お住まいの区市町村
　選挙管理委員会にお問い合わせください｡）
特例郵便等投票のご案内：
 https://www.r3togisen.metro.tokyo.lg.jp/covid-voting.html

投票日 7月4日(日）午前7時から午後8時まで
期日前投票期間　6月26日（土）～7月3日（土） 
 午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
 詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）
新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
 期日前投票の積極的なご利用をお願いします

松田やすまさ

人とつながり、街とつながり、そして都政へ

◆ 衆議院議員下村博文公設第一秘書
◆ 東京都議会議員（1期）小学校ＰＴＡ会長
◆ 妻、長女、長男、双子男子4児の父親

◆ 昭和51年11月26日生まれ（44歳）
◆ 埼玉県立川越高校・早稲田大学卒業
◆ 旅行会社・保険会社勤務

　
歳

　
児
の
父
親

　
つ
の
約
束

44
4 

4 
Home Page

1 2 3 4 
区
内
医
療
機
関
と
連
携
を
し
て
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

体
制
を
拡
充
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
収
束
後
に
地
域
行
事
が
再
開
で
き
る
よ
う
に
、東
京
都
か
ら

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

 
困
っ
て
い
る
方
・
お
店
、お
一
人
お
一
人
、一
軒
一
軒
の
ご
相
談
を
直
接
伺
い
ま
す
。

４
人
の
子
供
の
親
と
し
て
、

　
年
後
の
板
橋
に
責
任
を
持
ち
ま
す
。

交
通
利
便
： 

①
歩
道
と
自
転
車
道
と
車
道
の
分
離
②
東
武
東
上
線
の
立
体
化

　
　
　
　
　
③
三
田
線
の
８
両
化
④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
整
備

住
環
境
： 

⑤
テ
レ
ワ
ー
ク
環
境
整
備
⑥
高
齢
者
も
子
供
達
も
遊
べ
る

　
　
　
　
　
公
園
の
整
備
⑦
ず
っ
と
農
地
を
ず
っ
と
緑
を
作
戦

経    

　
済
：  

⑧
中
小
企
業
支
援
作
戦
⑨
商
店
街
活
性
化
作
戦

                     

⑩
介
護
保
育
医
療
人
材
へ
の
支
援

文

　
　
化
：
⑪
加
賀
旧
野
口
研
究
所
を
日
本
遺
産
に

　
　
　
　
　
⑫
赤
塚
城
再
建
作
戦
⑬
城
北
公
園
に
多
目
的
競
技
場

医

　
　
療
：  

⑭
医
療
費
無
償
化
の
拡
充
⑮
区
内
各
病
院
と
の
連
携
強
化

　
　
　
　
　

 

⑯
フ
レ
イ
ル
予
防
板
橋
モ
デ
ル
構
築

福

　
　
祉
：  

⑰
み
ん
な
で
協
力
板
橋
版
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
作
戦

復
活
再
起
再
出
発
の
街
い
た
ば
し
大
作
戦

再
起
の
場
所
い
た
ば
し
ブ
ラ
ン
ド
作
戦

い
た
ば
し

　
　
　

 

作
戦

 

住
む

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

元
気
な
高
齢
者
と
子
供

さ
す
が
板
橋

S
D
G
S

G

30

コロナ対策に全力！！

私たちは「松田やすまささん」を応援します！

●板橋区医師会長       齋藤英治   ●板橋区歯科医師会長       小林顕
●板橋区薬剤師会長   高橋賢       ●板橋区柔道整復師会長   藤原祥了

（この選挙公報は、東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例（昭和38年東京都条例第3号）第４条第１項の規定により、候補者から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

 令和 3年 7月 4日執行  （ 2 ）

東京都選挙管理委員会
（定数 5 人）

東京都議会議員選挙（板橋区選挙区）選挙公報
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（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（１）令和３年10月31日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会
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（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（２）令和３年10月31日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会
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（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（３）令和３年10月31日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会

日
本
第
一
党

公
認幹事長　中村和弘副党首　堀切笹美

副幹事長　岡村幹雄顧　問　先﨑　玲

日
本
の
為
の
３
つ
の
公
約

東
京
都
選
挙
区
名
簿
掲
載
者

ほりきりささ み

せんざき れい おかむら みき お

なかむらかずひろ

比例区は
略称：日本一

投 票 日　10月31日（日）
投票時間　午前7時から午後8時まで

・期日前投票期間　10月20日（水）～10月30日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください）

※新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
　期日前投票の積極的なご利用をお願いします。



�����

�
�

�

（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（４）令和３年10月31日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会
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（この選挙公報は、公職選挙法第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿を、そのまま製版のうえ掲載したものです。）

（５）令和３年10月31日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙公報
東京都選挙管理委員会

投 票 日　10月31日（日）
投票時間　午前7時から午後8時まで

・期日前投票期間　10月20日（水）～10月30日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください）

※新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
　期日前投票の積極的なご利用をお願いします。
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投 票 日　10月31日（日）
投票時間　午前7時から午後8時まで
・期日前投票期間　10月20日（水）～10月30日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください）

※新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
　期日前投票の積極的なご利用をお願いします。

投票方法
「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。

〇 小選挙区選出議員選挙　➡　「候補者名」を記載
〇 比例代表選出議員選挙　➡　「政党名」を記載　

特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養などをされている
有権者は特例郵便等投票が利用できます。

投票用紙の請求期限　10月27日（水）　午後５時まで
投票用紙の請求先　区市町村選挙管理委員会

特例郵便等投票の対象者  
　衆議院議員選挙の有権者で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置
　期間が10月20日（水）から10月31日（日）までの期間にかかると見込まれる方

　●感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方（但し、濃厚接触者は対象外）
　●検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
　（ 特例郵便等投票の対象者及び投票方法については、東京都選挙管理委員会の特設ホームページ

でご確認いただくか、お住まいの区市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。）

特例郵便等投票のご案内：https://www.r3syuugiinsen1.metro.tokyo.lg.jp/

選挙管理委員会が実施する新型コロナウイルス感染症対策
●投票所・期日前投票所にはアルコール消毒液を配置
●投票管理者、投票立会人、投票所スタッフはマスクを着用
●投票所内は扉や窓の常時開放、または定期的な換気 
●記載台、鉛筆等不特定多数の方が触れる箇所は定期的に消毒
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（１）

最高裁判所裁判官国民審査公報
令和３年10月31日執行

東京都選挙管理委員会
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（２）

最高裁判所裁判官国民審査公報
令和３年10月31日執行

東京都選挙管理委員会
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（３）

最高裁判所裁判官国民審査公報
令和３年10月31日執行

東京都選挙管理委員会

投 票 日　10月31日（日）
投票時間　午前7時から午後8時まで

・期日前投票期間　10月20日（水）～10月30日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

※新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
　期日前投票の積極的なご利用をお願いします。
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投 票 日　10月31日（日）
投票時間　午前7時から午後8時まで
・期日前投票期間　10月20日（水）～10月30日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

※新型コロナウイルス感染防止に向けて、投票所の混雑緩和のため、
　期日前投票の積極的なご利用をお願いします。

投票方法
「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。

〇 小選挙区選出議員選挙　➡　「候補者名」を記載
〇 比例代表選出議員選挙　➡　「政党名」を記載　

特例郵便等投票
※新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養などをされている
　有権者は特例郵便等投票が利用できます。

投票用紙の請求期限　10月27日（水）　午後５時まで
投票用紙の請求先　区市町村選挙管理委員会

特例郵便等投票の対象者
衆議院議員選挙の有権者で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置
期間が10月20日（水）から10月31日（日）までの期間にかかると見込まれる方

●  感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方（但し、濃厚接触者は対象外）
●  検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
　　（ 特例郵便等投票の対象者及び投票方法については、東京都選挙管理委員会の特設ホーム 

ページでご確認いただくか、お住まいの区市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。）

特例郵便等投票のご案内：https://www.r3syuugiinsen1.metro.tokyo.lg.jp/

選挙管理委員会が実施する新型コロナウイルス感染症対策
●  投票所・期日前投票所にはアルコール消毒液を配置
●  投票管理者、投票立会人、投票所スタッフはマスクを着用
●  投票所内は扉や窓の常時開放、または定期的な換気 
●  記載台、鉛筆等不特定多数の方が触れる箇所は定期的に消毒


